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――― 令和７年度版 の出版にあたって ――― 

 
 最近における社会経済環境の大きな変化は、税制面にも納税者対応にも様々な影響

を及ぼしています。特に、地域住民に広く負担を求める住民税は、法人税法等、国税

関係法令と深くかつ複雑に関連しております。 
 本書は、このような状況を踏まえ、各地方団体において直接事務に携わっている職

員、とりわけ実務経験の短い方々のための実務参考書として、東京都並びに市町村の

職員のご協力をいただき作成したものです。 
 今回の出版にあたっては、実務に即して確認がしやすいよう、記述の加筆、変更を

行いました。 
 本書が、実務の手引書として、あるいは研修教材として、各職場で幅広く活用され

ることを期待するとともに、住民税事務の適正かつ円滑な運営のための一助になれば

と願うものであります。 
 ここに本書の作成に当たってご協力いただきました関係者の方々に心から感謝と 
お礼を申し上げます。 
 

令和 7 年 5 月 
公益財団法人 東京税務協会 

 
 
  



凡  例 
 
本文中の法令の略語は、概ね次による。 
1．法令の略称 ＜略称＞ 
地方税法 ····································································································· 法 
地方税法附則 ····························································································· 法附 
地方税法施行令 ·························································································· 令 
地方税法施行令附則 ·················································································· 令附 
地方税法施行規則 ······················································································ 則 
地方税法施行規則附則 ··············································································· 則附 
地方税法改正法附則 ·················································································· 法改法附 
地方税法の施行に関する取扱について ····················································· 法通知 
所得税法 ····································································································· 所得法 
所得税法施行令 ·························································································· 所得令 
所得税法施行規則 ······················································································ 所得則 
所得税基本通達 ·························································································· 所得通 
法人税法 ····································································································· 法法 
法人税法施行令 ·························································································· 法法令 
法人税法施行規則 ······················································································ 法法則 
租税特別措置法 ·························································································· 租特法 
租税特別措置法施行令 ··············································································· 租特令 
租税特別措置法施行規則 ··········································································· 租特則 
租税特別措置法（所得税関係）通達 ························································· 租特通 
行政事件訴訟法 ·························································································· 行訴法 
行政不服審査法 ·························································································· 行審法 
東京都都税条例 ·························································································· 都税条例 

 
2．略符号 

条番号  1． 2．    項番号  ①．②．   号番号  一．二． 
（例示）地方税法第 5 条第 2 項第一号 ······················································ 法 5 ②一 

 本書は、令和 6 年 4 月 1 日現在の法令に基づいて作成しています。 
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第１章 総    則 
 
 
第１節 はじめに 

 
 我が国の憲法第84条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、

法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と定めて、租税の賦課徴収は

すべて法律に基づいて行わなければならないとする「租税法律主義」をとっています。 
 言い換えると、税務行政における職務の遂行については、法的根拠に基づいて行

われる必要があり、裁量の余地は法律により定められた範囲に限定されるというこ

とです。 
 特に、住民税の根拠法令は膨大であり、内容も地方税法のみではなく、法人税法、

租税特別措置法等の多くの関連法規にわたっています。 
 しかも、この根拠法令は、絶えず変化する社会経済情勢を反映し、種々の要請に

対応するため、例年、内容が改正されたり、時限的適用、対象別の特例設定等があ

ります。このため、本則を上回るほどの例外的な規定が多く含まれています。 
 このように税務行政の運営において、多くの関連法規を必要とするのは、複雑な

社会生活の実態に配慮するほか、租税債権の確定に当たっては、適正かつ公平な水

準を保持し、納税者の理解と協力を得る必要があるためです。さらには極力主観を排

除し、必要事項の法制化を図ることにより、納税者の予見可能性を確保しています。 
 特に、税法においては、規定内容の客観化、具体化を図るための配慮がなされて

います。例えば、色々な意味を持っている用語を、法の範囲内において、極力具体

的、限定的に定義付けていることなどです。 
 例：用語（法 1、23、292等） 
 住民税の課税事務の職務遂行においても、適用すべき法令の適正な解釈、運用が

不可欠な要件となるため、限られた時間で職務遂行に必要な最新の関連法令に関す

る知識を習得することが必要となります。 
 そのためには、職務遂行の過程において、機会あるごとに、職務に関連する根拠 
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法令等の条文にあたり、確認する努力が必要です。あらかじめ、次のような基本的 
な事項を習得しておけば、より効果を上げることができます。 

① 租税制度の体系 
② 租税法の概要、税法等の構成内容についての基本的な知識 
③ 担当する住民税の関連法令の概要、関連条文等 
④ 住民税の税目としての特徴 

 
 
第２節 租税制度の体系 

 
１ 租税の種類 

 租税は、国が課す国税と、地方団体が課す地方税とに大別されます。 
 地方団体とは、道府県又は市町村をいい（法 1 ①一）、地方税とは、道府県税

又は市町村税をいいます（法 1 ①四）。 
 なお、都については道府県税に関する規定を、特別区については市町村税に関

する規定をそれぞれ準用することとし、所要の読み替え規定が定められています

（法 1 ②）。 
 

２ 都等の特例 

 都は、その全域において道府県税を都税として課しますが、特別区の区域にお

いては、法人住民税をはじめ市町村税の一部を都税として課すこととなっていま

す（法734～735）。 
 以上の規定による地方税の税目別、課税団体別の内容は「表 1」のとおりです。 

 
  



総　　則

第
１
章

― 2 ― 

法令等の条文にあたり、確認する努力が必要です。あらかじめ、次のような基本的 
な事項を習得しておけば、より効果を上げることができます。 

① 租税制度の体系 
② 租税法の概要、税法等の構成内容についての基本的な知識 
③ 担当する住民税の関連法令の概要、関連条文等 
④ 住民税の税目としての特徴 

 
 
第２節 租税制度の体系 

 
１ 租税の種類 

 租税は、国が課す国税と、地方団体が課す地方税とに大別されます。 
 地方団体とは、道府県又は市町村をいい（法 1 ①一）、地方税とは、道府県税

又は市町村税をいいます（法 1 ①四）。 
 なお、都については道府県税に関する規定を、特別区については市町村税に関

する規定をそれぞれ準用することとし、所要の読み替え規定が定められています

（法 1 ②）。 
 

２ 都等の特例 

 都は、その全域において道府県税を都税として課しますが、特別区の区域にお

いては、法人住民税をはじめ市町村税の一部を都税として課すこととなっていま

す（法734～735）。 
 以上の規定による地方税の税目別、課税団体別の内容は「表 1」のとおりです。 

 
  

― 3 ― 

「表１」 地方税の分類 
区 
分 道府県税 市町村税 特別区の区域における市町村税 

都  税 特別区税 

普 
 

 
 

 
 

通 
 
 

 
 
 

税 

道 府 県 民 税 
個 人 
法 人 
利 子 割 
配 当 割 

株式等譲渡所得割 
事 業 税 

個 人 
法 人 

地 方 消 費 税 
 

不 動 産 取 得 税 
道府県たばこ税 
ゴルフ場利用税 
軽 油 引 取 税 
自 動 車 税 
鉱 区 税 
法 定 外 普 通 税 

市 町 村 民 税 
個 人 
法 人 

固 定 資 産 税 
 
 
 

軽 自 動 車 税 
市町村たばこ税 
鉱 産 税 
特別土地保有税 

 
法 定 外 普 通 税 

 
 
 
 
 

市 町 村 民 税 
 
法 人 

固 定 資 産 税 
 
 
 
 
 
 

特別土地保有税 
 
法 定 外 普 通 税 

 
 
 
 
 

市 町 村 民 税 
個 人 
 
 
 
 
 

軽 自 動 車 税 
市町村たばこ税 
鉱 産 税 

 
 

法 定 外 普 通 税 
 
 
 
 
 

目 
 

 
的 

 
 

税 

 
 

狩 猟 税 
水 利 地 益 税 
法 定 外 目 的 税 

 
 
 

入 湯 税 
事 業 所 税 
都 市 計 画 税 
水 利 地 益 税 
共 同 施 設 税 
宅 地 開 発 税 
国民健康保険税 
法 定 外 目 的 税 

 
事 業 所 税 
都 市 計 画 税 

 
 
 
 

法 定 外 目 的 税 

入 湯 税 
 
 

水 利 地 益 税 
共 同 施 設 税 
宅 地 開 発 税 
国民健康保険税 
法 定 外 目 的 税 

注  1  「特別区の区域における市町村税」欄 
①市町村民税（個人）は、特別区民税、市町村たばこ税は特別区たばこ税と

して課税しています。 
②市町村民税（法人）は都民税（法人）として、道府県民税（法人）に合算

して東京都が課税しています。 
   2  道府県民税（個人）は市町村民税（個人）の賦課徴収の例により、市町村

民税（個人）と併せて市町村が賦課徴収します。 
   3  都市計画税を課税する場合は、固定資産税の賦課徴収の例により、固定資

産税の賦課徴取と併せて行います。 
 

（平成15年度以降課税停止） 
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３ 国税と地方税との差異及び関連 

 
（1）全国ベースと特定地域ベース 

国税は全国ベースであるのに対して、地方税においてはその地方団体が課税

主体となりうる地域に限定したものとなります。 
従って、地方税では、どの地方団体が、税を賦課徴収することができるかが

問題となります。 
このため、地方税においては、事務所又は事業所及び分割基準の概念等が必

要となります。 
 

（2）国税の課税資料の活用 

地方税のうち、法人住民税は法人税額を課税標準としています。また法人事

業税は法人所得を課税標準としていて、所得の計算は原則として法人税におけ

る所得の計算の例によることとされています。したがって法人住民税や法人事

業税では法人税の申告書をはじめとする国税の課税資料が基となります。この

ため、地方税の規定はもちろん、法人税に関する多くの関連法規の規定を理解

することが必要となります。 
 
 
第３節 税法の構成内容及び通則 

 
１ 法律の構成内容 

 
（1）本法・本法附則及び改正法附則との関係 

租税法の大まかな仕組みをみますと、①本法においては、原則論である本則

が、②次に、本法附則においては、当分の間、あるいは具体的に規定された期

間における例外的な取扱い等が、③また、改正法附則においては、旧法との経

過規定、具体的には施行期日等についてそれぞれ規定されています。 

― 5 ― 

職務上必要な根拠条文等を確認する際には、必ず本法のみではなく、附則関

係についても十分留意する必要があります。 
また、この附則関係は、本法のみならず、後述する施行令・施行規則につい

ても、必要な範囲において規定されています。 
 

（2）法・施行令・施行規則及び取扱通知等との関係 

一般的に法律の内容は、抽象的な表現を用いているため、具体的な適用に当

っては、条文の文言のみでは規定しきれない場合が多くあります。統一的かつ

客観的で、適正公平な税務行政の運営を確保するには、様々な事例に対応でき

るよう、より個別的、具体的な法内容の解釈基準等が必要となります。 
施行令・施行規則及び取扱通知等はこのような要請に対応するために作られ

ています。 
法の内容のうち、具体的な認定基準等については、「政令で定めるところに

より…」等の規定により、施行令に委ねられています。 
施行規則においては、施行令の内容をさらに具体化したもののほか、申告書

をはじめとして、税務行政執行上、様式行為として必要な文書の様式を定め、

法の内容を的確に、事務運営面に反映させることができるように意図されてい

ます。 
さらに、様々な事例に即した、より具体的な、法の内容の解釈については、

取扱通知等によりなされています。 
取扱通知等（「地方税法の施行に関する取扱いについて」）においては、法の

内容について問題となる点を個々具体的な事例としてとらえ、行政庁としての

解釈、見解を明らかにしています。 
取扱通知等は、個別的具体的であるため、これらに基づいた行政運営を徹底

すれば、税務行政は客観化、標準化され、税務職員の恣意的要素が排除され、

適正公平な事務運営が確保されることになります。 
このような役割は、総務省の取扱通知のほか、法人税法の基本通達等、当該

法令等の全体を対象として解釈を示す通知（通達）や一定の内容についての解
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職務上必要な根拠条文等を確認する際には、必ず本法のみではなく、附則関
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釈を示す個別通知（通達）、地方団体等の法令の解釈・運用への疑義に対する各

省庁の見解を示した行政実例等にもあります。 
しかしながら、このような取扱通知等はあくまで行政庁としての見解・解釈

の基準です。従って、この取扱通知等の内容について、納税義務者と見解が対

立した場合には、審査請求等の手続きを経たうえで、最終的には司法の判断を

求めることとなります。 
 

２ 法と条例との関係 

地方団体は、憲法第92条、地方自治法第223条、これに基づく地方税法第 2条
により、地方税を課することができます。 

国の法律である地方税法は、地方税の根拠法規ではありますが、その規定はよ

るべき基準等を示したものに止まっています。 
従って、地方団体が具体的に地方税を賦課徴収するためには、地方税法第 3条

にあるように、地方団体は、地方税法において認められた範囲内において、自主

的に必要な要素を盛り込んだ、法規範としての効力を持った条例を制定しなけれ

ばならないことになります。 
地方税法においては、法定外税の制度等地方団体の自主性を認めていますが、

特に税率については一定税率を除き、標準税率と制限税率を設定し、具体的に課

税すべき税率は、制限税率を超えない範囲において、地方団体が条例において設

定することとされています。（標準税率より低い税率を採用した場合は地方財政

法第 5条の 4第 4項、第 5項により第 5条五号（文教施設等）に規定する経費の

財源とする地方債の発行等をする場合、総務大臣又は都道府県知事の許可を受け

なければならないので注意が必要です。） 
 

３ 法人住民税の関連法規 

 
（1）法人住民税と法人税法、所得税法及び租税特別措置法との関係 

法人の場合は、個人の場合と異なり、法人税額を直接の課税標準としていま
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すが、法人住民税の法人税割の課税標準としての国税の法人税額は、地方税法

第23条第 1 項第四号及び第292条第 1 項第四号にあるように、法人税法や租税

特別措置法に規定された特定の源泉所得税（法法68）等に係る税額控除前のも

のです。従って、税額控除前の税額計算において適用されている租税特別措置

法による割増償却や準備金、引当金等の損金算入の特例等については、法人住

民税に影響を与えることとなります。 
また、同規定により法人住民税の算定の対象外となる、法人税の税額控除の

内、外国税額控除（法法69）、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法

人税額の控除（法法70）などについては地方税法独自の規定により、税額控除

の対象としています。 
なお、平成14年 4 月以降開始する事業年度から法人税において連結納税制度

が創設されましたが、法人住民税については地域における受益と負担の関係等

に配慮し、連結納税制度を排して個々の法人を納税単位としています。 
更に、令和 4 年 4 月 1 日以後開始する事業年度から、連結納税制度はグル

ープ通算制度に移行されています。グループ通算制度の大きな特徴は、連結納

税制度の連結法人間での損益通算等は残し、親会社、子会社の各法人を法人税

の納税義務者とすることによって、修正又は更正があったときの他の法人の税

計算へ及ぼす影響を遮断している点にあります。 
グループ通算制度では、連結納税制度における連結法人を通算法人、連結親

法人を通算親法人、連結子法人を通算子法人、連結完全支配関係を通算完全支

配関係としています。連結納税制度の承認を受けていた法人は、グループ通算

制度に移行しない旨の届出書を提出しなければ、自動的にグループ通算制度の

適用を受けることとなりました。 
法人住民税では、グループ通算制度になっても親会社、子会社の各法人が納

税義務者になりますが、法人税での個別帰属額等の計算がなくなるため、グル

ープ通算制度のおける法人住民税の課税標準額は、「法人税額＋加算調整額－

減算調整額」となります。  
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（2）その他の法律との係わり 

ア 民法等について 
民法は、地方税法において多く準用されています。まず、基本的に必要な

規定である「期間の計算及び期限の特例・期間の満了点」（法20の 5 ）につい

ては、民法第139条～第143条までの規定を準用しています。 
この他にも地方税法では民法や会社法等の各法律の規定を用いてその内容

を具体化し、準用、適用しているものがあります。 
特に徴収事務については、納税義務の承継、租税債権と他の債権との調整、

消滅時効等の規定において、民法の規定が多く準用、使用される等、他の法

律を多く用いていますので、条文の解釈にあたっては他の法律を確認するこ

とが重要となります。 
イ 不服審査 

税務の処分に対する審査請求についても、地方団体においては一般の行政

処分同様に、行政不服審査法、行政事件訴訟法により対応することとなりま

す（地方税法は第19条から第19条の14までに特例規定をおいていますので注

意が必要です。）。 
 

４ 課税要件 

課税事務においては、租税債権を確定させるために、課税要件の充足が必要不

可欠なものとなります。 
根拠法令の確認に当たっても、この課税要件を意識して行えば的確かつ、能率

的に所要の目的を達成することができます。 
課税要件としては、課税団体・納税義務者・課税客体（課税物件）・課税標準・

税率・帰属が挙げられます。 
住民税について、具体的にその内容を見てみましょう。 

ア 課税団体について、基本的には、総則等で、それぞれ道府県民税及び市町村

民税について、包括的に規定され、各地方団体間の調整に係る措置については、

地方税法第 8 条～第 8 条の 5 までにおいて規定されています。 
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個別的、具体的には、納税義務者に係る規定によることになります。 
イ 納税義務者については、地方税法第24条、第294条に規定されていますが、

法人住民税においては、均等割について年度中途における条件の変化に応じた

月割課税の調整を行うほか、地方税法第57条～第59条、第321条の13～第321条
の15にあるように、二以上の地方団体の所管区域内に事務所等を有する法人等

について、分割基準が設定されています。 
ウ 課税客体は、租税債権の対象となる物的基礎である物、行為、事実とされて

います。 
 法人住民税の課税客体は、負担分任を意図した均等割と応能的要素をおり込

んだ法人税割とでは異なっています。 
 均等割の課税客体は、地方団体の所管区域内における次のような事実です。 
・法人にあっては事務所又は事業所を有している事実 
・事務所又は事業所を有しない法人は、寮、宿泊所、クラブ、その他これらに

類する施設を有する事実 
  また、法人税割の課税客体は、法人税額とされています。 
エ この課税客体を、数量化したものが課税標準であり、これに税率を乗じたも

のが算出税額となります。 
 これに税額控除等の調整をした後のものが、確定税額となります。 
 この課税客体の捕捉から、最終の確定税額に至るまでの根拠法規は、第 3 節
1 ～ 3 において述べたように、地方税法のみでなく、実に多くの関連法規によ

り、時限的、特例的要素を含んだ形で構成されています。 
オ 最後に課税客体等を特定の納税義務者に結び付ける帰属の問題があります。 

 この場合、地方税法においては、実質的に収益を享受する者に課税する「実

質課税の原則」をとっており、住民税においても地方税法第24条の 2 の 2 及び

第294条の 2 の 2 にその旨の規定が盛り込まれています。 
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第４節 法人住民税の特徴 

 
１ 法人住民税の特徴 

 
（1）応益主義の原則 

地方税は、地方団体の地域社会における行政サービス等を享受する住民や法

人に対し、共同経費の対価として、賦課徴収される性格を有しているものです。 
従って、この共同経費は、広く地域住民及び法人に負担の分任を求める応益

主義の原則に立って賄われるべきという考えから、住民税に均等割の制度を設

けています。 
 

（2）人税としての住民税 

人税とは、所得や財産等が帰属する人を中心として、その人的事情を考慮し

て、課税する税です。 
これに対し、このような人的事情でなく、財産や収益そのもののみに着眼し

て課税する税が物税です。 
同じ地方税の中でも、事業税や固定資産税は物税とされていますが、住民税

と比較すると、直接収益や財産を対象としており、人的事情を配慮した規定は

少ないものとなっています。 
 

２ 法人住民税法人税割 

法人住民税の法人税割の税額を算定する計算式は次のとおりです。 
 
税額＝法人税法に規定する法人税額× 税率 － 税額控除 

 
このように法人税の額を税額の計算の基礎としているため、法人の住民税は国税

の法人税に係る税制改正の影響を直接受けることとなりますので、特に税収予測に

ついては国税における法人税の税制改正の動向を把握する必要があります。 
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第４節 法人住民税の特徴 

 
１ 法人住民税の特徴 

 
（1）応益主義の原則 

地方税は、地方団体の地域社会における行政サービス等を享受する住民や法

人に対し、共同経費の対価として、賦課徴収される性格を有しているものです。 
従って、この共同経費は、広く地域住民及び法人に負担の分任を求める応益

主義の原則に立って賄われるべきという考えから、住民税に均等割の制度を設

けています。 
 

（2）人税としての住民税 

人税とは、所得や財産等が帰属する人を中心として、その人的事情を考慮し

て、課税する税です。 
これに対し、このような人的事情でなく、財産や収益そのもののみに着眼し

て課税する税が物税です。 
同じ地方税の中でも、事業税や固定資産税は物税とされていますが、住民税

と比較すると、直接収益や財産を対象としており、人的事情を配慮した規定は

少ないものとなっています。 
 

２ 法人住民税法人税割 

法人住民税の法人税割の税額を算定する計算式は次のとおりです。 
 
税額＝法人税法に規定する法人税額× 税率 － 税額控除 

 
このように法人税の額を税額の計算の基礎としているため、法人の住民税は国税

の法人税に係る税制改正の影響を直接受けることとなりますので、特に税収予測に

ついては国税における法人税の税制改正の動向を把握する必要があります。 
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第５節 おわりに 

 
以上が、法人住民税の課税事務に必要な基本的な根拠法令の概要です。法人住民

税は、まさに社会経済活動の具体化ともいえる法人所得を課税客体（課税物件）と

している関係から税制上の変更が多くなります。 
このような変更に十分対応するためには、法の立法趣旨、全体の構成等を分析し、

特に変更が予測されるポイントをつかみ、意識的に対応する姿勢が大切であると思

います。 
 
「表２」 法人の種類と法人税及び法人住民税の課税の取扱い 

法 人 の 種 類 法 人 税 法 人 住 民 税 
法 人 税 割 均等割 

公共法人 
（法人税法2条第五号） 非課税 

地方税法296条第1項
第一号及び25条第1項
第一号に該当する 

非課税 非課税 

地方税法296条第1項
第一号及び25条第1項
第一号に該当しない 

課税標
準なし 

課税 
（最低税率） 

公 
 

 
益 

 
 

法 
 

 

人 
 

 

等 
  

収
益
事
業
を
行
わ
な
い 

地方税法296条第1
項第二号及び25条
第1項第二号に該
当する公益法人等 

非課税 
地方税法296条第1項
第二号及び25条第1
項第二号に該当する 

非課税 非課税 

公益社
団法人 
 
公益財
団法人 

博物館の設置

を目的とする

又は学術の研

究を目的とす

るもの（上記に

含まれる） 

非課税 
地方税法296条第1項
第二号及び25条第1
項第二号に該当する
（上記に含まれる） 

非課税 非課税 

上記以外
のもの 非課税 

地方税法296条第1項
第二号及び25条第1項
第二号に該当しない 

課税標
準なし 

課税 
（最低税率） 

上記以外の公益法
人等 非課税 

地方税法296条第1項
第二号及び25条第1項
第二号に該当しない 

課税標
準なし 

課税 
（最低税率） 

(注1) 
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法 人 の 種 類 法 人 税 法 人 住 民 税 
法 人 税 割 均等割 

公 

益 

法 

人 

等 
  

収
益
事
業
を
行
う 

 

※法296条第1項第
二号及び25条第1
項第二号住民税非
課税に該当する公
益法人等（法296
②、25②） 

課 
 

税 

所得年800万円以下
の部分 19％ 
(令和7年3月31日までの間に

開始した事業年度は15％) 

市町村民税及び道府
県民税は、収益事業
又は法人課税信託の
引受け事務を行う事
務所等の地方団体で
課税する (注7) 

課税 課税 
（最低税率） 

所得年800万円を超
える部分 19%又は
23.2％ 

上記※以外の 
公益社団法人、公
益財団法人または
非営利型法人、 
公益法人等とみな
されるもの(注2) 

課 
 

税 

所得年800万円以下
の部分 19％ 
(令和7年3月31日までの間に
開始した事業年度は15％) 

法人税割は、収益事
業又は法人課税信託
の引受け事務を行う
事務所等の地方団体
で課税する (注8) 

課税 課税 
（最低税率） 

所得年800万円を超
える部分 23.2％ 

上記以外の公益法
人等 

課
税 

所得年800万円以下
の部分 19％ 
(令和7年3月31日までの間に

開始した事業年度は15％) 課税 課税 
（最低税率） 

所得年800万円を超
える部分 19％ 

人格のない 
社団等(注3) 

収益事業を
行う 

課 
税 

所得年800万円以下
の部分 19％ 
(令和7年3月31日までの間に
開始した事業年度は15％) 課税 課税 

（最低税率） 
所得年800万円を超
える部分 23.2％ 

収益事業を
行わない 非課税 法人とみなさない 

協同組合等及び特定の 
医療法人(注4) 

課 
 

税 

所得年800万円以下
の部分 19％ 
(令和7年3月31日間での間に
開始した事業年度は15％) 

 課税 
課税 

資本金等の
額と従業者
の数による 

所得年800万円を超え10
億円までの部分 19％ 

特定の協同組合等(注5) 課 
税 

所得年10億円を超え
る部分 22％ 

普通法人 
中小法人
(注6) 

課 
 

税 

所得年800万円以下
の部分 19％ 
(令和7年3月31日までの間に
開始する事業年度は15％) 

 課税 

課税 
 

資本金等の
額と従業者
の数による 

所得年800万円を超
える部分 23.2％ 

中小法人以外
の普通法人 

課
税  23.2％ 

 

(注1) 
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税 

所得年800万円以下
の部分 19％ 
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課税 
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税 

所得年800万円以下
の部分 19％ 
(令和7年3月31日までの間に
開始する事業年度は15％) 

 課税 

課税 
 

資本金等の
額と従業者
の数による 

所得年800万円を超
える部分 23.2％ 

中小法人以外
の普通法人 

課
税  23.2％ 

 

(注1) 
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(注1) 公益法人等 法人税法別表第二に掲げる法人及び公益法人等とみなされるものをいい

ます。 
(注2) 公益法人等とみなされるもの 公益法人等とみなされるものとは、認可地縁団体、管理

組合法人および団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非

営利活動法人ならびにマンション建替組合、マンション敷地売却組合および敷地分割組

合をいいます。 
(注3) 人格のない社団等 法人でない社団若しくは財団で、代表者又は管理人の定めがあり、

かつ収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものをいいます。 
(注4) 協同組合等とは、法人税法別表第三に掲げる法人を、特定の医療法人とは、租税特別措

置法第67条の2第1項に規定する承認を受けた医療法人をいいます。 
(注5) 特定の協同組合等とは、その事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われ

るものに係る収入金額が、1,000億円にその事業年度の月数を乗じてこれを12で除して

計算した金額以上であるなど、一定の要件を満たす協同組合等をいいます（租特法68）。 
(注6) 中小法人 中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若し

くは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものを言いま

す。ただし、各事業年度終了の時においてイからヘに掲げる法人に該当するものは中小

法人から除かれます。 
ア 保険業法に規定する相互会社 
イ 大法人（(ァ)～(ゥ)に掲げる法人をいいます。ウまで同じ）との間にその大法人に

よる完全支配関係がある普通法人 
(ァ) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人 
(ィ) 相互会社及び外国相互会社 
(ゥ) 法人税法第4条の7に規定する受託法人（カにおいて「受託法人」といいます。） 

ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部

をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において

そのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支

配関係があることとなるときのその普通法人 
エ 投資法人 
オ 特定目的会社 
カ 受託法人（法人税法66、143、租税特別措置法42の3の2、67の2、68、68の8、68

の100） 
(注7) 第296条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行

うものに対する市町村民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税

信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課します。第25条第1項
第2号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する

道府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務

を行う事務所又は事業所所在の道府県において課します。（法294⑥、296②、法24④、

法25②） 
(注8) 公益法人等のうち、第296条第1項第2号及び第25条第1項第2号に掲げる者以外の者で、

収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税及び道

府県民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を

行う事務所又は事業所所在の道府県において課するに掲げる者以外の公益法人等及び

人格なき社団等で、収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに係る法

人税割は、当該収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行う事務所等を有する

地方団体において課税します。（法294⑦、296②、法24⑤、法25②） 
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第２章 法人住民税の概要 
 
 
第１節 法人住民税のあらまし 

 
１ 法人の分類 

法人は、その形態、機能等によって、また本店（主たる事務所）が日本国内にあ

るか否か等によって分類されます。 
法人は、法人税法に法人の定義その他が規定されています。それに基づいて法人

を分類すると下図のようになります。 
 
【法人税法における法人の分類】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 納税義務者 

 
（1）納税義務者 

法人住民税の納税義務者とは次の者をいいます（法294（24））。 
ア  事務所等を有する法人 

市町村内及び都道府県内に事務所又は事業所（以下「事務所等」といいます。）

を有する法人は、法人税割と均等割を合わせて法人住民税として課されます。 

法人 

内国法人 

外国法人 

公共法人 

公益法人等 

協同組合等 

人格のない社団等 
普通法人 

（法人税法別表第一） 

（法人税法別表第二） 

（法人税法別表第三） 

日本国内に本
店又は主たる
事業所を有す
る法人 

主な例 マンション管理組合、PTA、同窓会 
など 法人格をもたないもの

主な例 農業協同組合、信用金庫 など 

主な例 学校法人、全国市町村職員共済組合 
連合会 など

主な例 地方公共団体、土地開発公社 など 

主な例 会社法の規定による会社 など 
内国法人以外
の法人 
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事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度

の継続性を持ったものであることが必要になります。たまたま 2 ～ 3ケ月程度

の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所

等の範囲に入らないものであることとされています。 
期間を限定して行われる事業（たとえば海の家売店など）は、毎年定期的に

一定の場所に設けられるのであれば、毎年継続して行われる事業の範囲に含ま

れるとされています。 
 

イ  寮等を有する法人 
市町村内及び都道府県内に寮等を有する法人で、寮等の所在する区市町村内

及び都道府県内に事務所等を有しないものは、均等割が課されます。 
寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもの

で、法人が、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられて

いる施設をいいます。それが自己の所有に属するか否かを問いません。 
なお、寮、宿泊所、クラブ等と呼ばれるものであっても、実質的に事務所等

に該当するものや、独身寮や社員住宅等のように特定の従業員の居住の用に供

事務所又は事業所とは(法通知(県)(市) 1 章 6) 
事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）とは、それが自己の所有に属 

するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的

設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。こ

の場合に おいて事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来

の事業の取引に 関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間

接に関連して行われる 付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われ

ていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えない

ものであるが、宿泊所、従業員詰 所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほか

に別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的の

みに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること 
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事務所又は事業所とは(法通知(県)(市) 1 章 6) 
事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）とは、それが自己の所有に属 

するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的

設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。こ

の場合に おいて事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来

の事業の取引に 関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間

接に関連して行われる 付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われ

ていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えない

ものであるが、宿泊所、従業員詰 所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほか

に別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的の

みに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること 
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